
『業務改善助威金』は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金 (事業場内

最低賃金)」 の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、

設備投資 (機械設備、コンサルテイング導入や人材育成・教育訓I練 )

などを行つた場合に、その費用の一部を助成します。

設備投資等に要した
費用の一部を助成賃金引上If

0業 務改善助成金 田詳しくはHPをご覧ください !

※令和 3年 2月 1日 より申請受付開始

20円コ…ス 【事業場内最低賃金

900円未満】

4/5 (※ 2)

生産性要件を満たした場合は

9/10(※ 1)

【事業場内最低賃金

900円 以上】

3/4
生産性要件を満たした場合は

4/5 (※ 1)

以下の2つの要件を

満たす事業場

。事業場内最低賃金と

地域別最低賃金の差額が

30円以内
。事業場規模100人以下

20円以上

30円コ…ス 30円以上

100万円

(※ 1)こ こでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者 1人当たりの付加価値を指します。

助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その 3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率

が一定水準を超えている場合等に、カロ算して支給されます。

(※ 2)対象は、地域別最低賃金900円未満の地域のうち事業場内最低賃金が900円未満の事業場です。 (令和3年 1月現在)

北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、

三重、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、

宮崎、鹿児島、沖縄の39地域。

○助成金受給の流れや申請先等については裏面をご覧ください。



交付申請書・事業実施計画なと 、

最寄りの都道府県労働局に提出

交付決定後、

提出した計画に

沿つて事業実施

労働局に

事業実施結果

を報告

◆ 過年度に業務改善助成金を活用した事業場も、助成対象となります。

◆ 事業完了の期限は令和 4年 3月 31日です。

◆ 全国47都道府県にある「働き方改革推進支援センタ…」に、お気軽にお問い合わせ0おい。

【お問い合わせ先】宮城働き方改革推進支援センター 仙台市宮城野区原町1-3…43

アクス原町ビリレ201 80120-97-8600

◆ 助成金の申請窓回は、都道府県労働局です。事業場力ちる地域の労働局にお問い合わせぐおい。

【申請窓口】宮城労働局雇用環境・均等室 仙台市宮城野区鉄砲町1第四合同庁舎8階 8022… 299-8844

◆ 日本政策金融公庫では、事業場内最低賃金の引上げこ取り組む者に対して、設備資金や

運転資金の融資を行つています。

詳しくは、事業場がある都道府県の日本政策金融公庫の窓口にお問い合わせぐ撻い。

【お問い合わせ先】日本政策金融公庫仙台支店中小企業事業 仙台市青葉区中央1-6-35

東京建物仙台ビリレ 8022…223-8141

I参考:令和3年度の業務改善助威金につllて(予定)l

20円コース

1人 20万 円

以下の2つの要件を

満たす事業場

。事業場内最低賃金と

地域別最低賃金の差額が
30円以内

・事業場規模100人以下

【事業場内最低賃金

900円未満】

4/5
生産性要件を満たした場合は

9/10

【事業場内最低賃金

900円以上】
3/4

生産性要件を満たした場合は

4/5

2～ 3人 30万 円

4～ 6人 50万 円

7人以上 70万 円

30円コース

1人 30フラ円

2～ 3人 50万 円

4～ 6人 70フラ円

7人以上 100万 円

60円コース

1人 60万 円

2～ 3人 90万 円

4～ 6人 150万 円

7人以上 2 30万 円

90円コース

1人 90万 円

2～ 3人 150万 円

4～ 6人 270万 円

7人以上 450万 円

(※ )上記コースは、令和 3年度予算の成立が前提のため、今後、変更される可能性がありますので、ご注意ください。

厚生労働省 (R3.2.1)


